
受
付

閲覧日 閲覧者
委託者

（共同申出者含む）
閲覧目的 閲覧対象 法律

1 令和5年4月5日
上郷地域まちづくり委員会
会長　北原　重光

上郷地域まちづくり委員会、それを構成している地区、組合への加入
案内

届出日が令和５年３月１日から３月３１日で、上郷地域へ転入または転
居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

2 令和5年4月6日
松尾地区まちづくり委員会
会長　鋤柄　富男

松尾地域まちづくり委員会、それを構成している区、伍組への加入案
内

届出日が令和５年３月１日から４月１日で、松尾地区外から転入及び
転居、松尾地区内での転居した全ての住民

第11条の2
第12項

3 令和5年4月17日
鼎地区まちづくり委員会
会長　前田　雄二

鼎地区まちづくり委員会、それを構成している区、伍組への加入案内
届出日が令和５年３月１日～３月３１日で、鼎地区へ転入または転居し
てきた全ての住民

第11条の2
第12項

4 令和5年4月17日
竜丘地域自治会
会長　小林　伸

竜丘地域自治会及びこれを構成している区、常会への加入案内
届出日が令和５年３月１日～３月３１日で、竜丘地区へ転入または転
居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

5 令和5年5月2日
上郷地域まちづくり委員会
会長　北原　重光

上郷地域まちづくり委員会、それを構成している地区、組合への加入
案内

届出日が令和５年４月１日から４月３０日で、上郷地域へ転入または転
居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

6 令和5年5月8日
竜丘地域自治会
会長　小林　伸

竜丘地域自治会及びこれを構成している区、常会への加入案内
届出日が令和５年４月１日～４月３０日で、竜丘地区へ転入または転
居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

7 令和5年5月10日
松尾地区まちづくり委員会
会長　鋤柄　富男

松尾地域まちづくり委員会、それを構成している区、伍組への加入案
内

届出日が令和５年４月２日から４月３０日で、松尾地区外から転入及び
転居、松尾地区内での転居した全ての住民

第11条の2
第12項

8 令和5年5月17日
鼎地区まちづくり委員会
会長　前田　雄二

鼎地区まちづくり委員会、それを構成している区、伍組への加入案内
届出日が令和５年４月１日～４月３０日で、鼎地区へ転入または転居し
てきた全ての住民

第11条の2
第12項

9 令和5年5月23日
(株)日本リサーチセンター
代表取締役社長　杉原　領治

公益社団法人　笹川スポーツ財団
理事長　渡邉　一利

「子ども・青少年のスポーツライフに関する調査」の対象者抽出
のため

東栄町、上郷別府　４歳以上２１歳以下の男女　３１名
第11条の2
第12項

10 令和5年6月5日
竜丘地域自治会
会長　小林　伸

竜丘地域自治会及びこれを構成している区、常会への加入案内
届出日が令和５年５月１日～５月３１日で、竜丘地区へ転入または転
居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

11 令和5年6月5日
上郷地域まちづくり委員会
会長　北原　重光

上郷地域まちづくり委員会、それを構成している地区、組合への加入
案内

届出日が令和５年５月１日から５月３１日で、上郷地域へ転入または転
居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

12 令和5年6月8日
松尾地区まちづくり委員会
会長　鋤柄　富男

松尾地域まちづくり委員会、それを構成している区、伍組への加入案
内

届出日が令和５年５月１日から５月３１日で、松尾地区外から転入及び
転居、松尾地区内での転居した全ての住民

第11条の2
第12項

対象期間：令和5年4月１日 ～ 令和6年3月31日

令和5年度　住民基本台帳の一部の写し 閲覧者一覧



13 令和5年6月14日
一般社団法人　新情報センター
事務局　山本　恭久

総務省統計局統計調査部　消費統計課長
総務省統計局の実施する「家計消費状況調査」に伴う対象者の抽出
のため

２０２３年４月２日現在１６歳以上の男女個人
砂払町１・３丁目　　５０人
宮ノ上　　　　　　　　５０人

第11条の2
第12項

14 令和5年6月15日
鼎地区まちづくり委員会
会長　前田　雄二

鼎地区まちづくり委員会、それを構成している区、伍組への加入案内
届出日が令和５年5月１日～５月３１日で、鼎地区へ転入または転居し
てきた全ての住民

第11条の2
第12項

15 令和5年7月3日
松尾地区民生児童委員協議会
会長　西田　克美

松尾地区における敬老祝賀会を行うために対象者の把握
１９４４年４月１日以前に生まれた男女
松尾城地区の住民（明、代田の住所でも城区の組合の方を含む）

第11条の2
第12項

16 令和5年7月4日
上郷地域まちづくり委員会
会長　北原　重光

上郷地域まちづくり委員会、それを構成している地区、組合への加入
案内

届出日が令和５年６月１日から６月３０日で、上郷地域へ転入または転
居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

17 令和5年7月5日
松尾地区まちづくり委員会
会長　鋤柄　富男

松尾地域まちづくり委員会、それを構成している区、伍組への加入案
内

届出日が令和５年６月１日から６月３０日で、松尾地区外から転入及び
転居、松尾地区内での転居した全ての住民

第11条の2
第12項

18 令和5年7月6日
竜丘地域自治会
会長　小林　伸

竜丘地域自治会及びこれを構成している区、常会への加入案内
届出日が令和５年６月１日～６月３０日で、竜丘地区へ転入または転
居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

19 令和5年7月13日
鼎地区まちづくり委員会
会長　前田　雄二

鼎地区まちづくり委員会、それを構成している区、伍組への加入案内
届出日が令和５年６月１日～６月３０日で、鼎地区へ転入または転居し
てきた全ての住民

第11条の2
第12項

20 令和5年7月13日
松尾地区民生児童委員協議会
会長　西田　克美

松尾地区における敬老祝賀会を行うために対象者の把握
１９３５年４月１日～１９３６年３月３１日に生まれた男女
松尾毛賀区の住民

第11条の2
第12項

21 令和5年7月14日
松尾地区民生児童委員協議会
会長　西田　克美

松尾地区における敬老祝賀品贈呈を行うために対象者の把握
１９４６年９月１８日以前に生まれた男女
松尾新井区の住民

第11条の2
第12項

22 令和5年7月28日
長野県飯田保健所長
松岡　裕之

令和5年度国民健康・栄養調査対象者名簿作成のため 上郷別府に住所を置く全ての住民
第11条第３
項

23 令和5年8月3日
上郷地域まちづくり委員会
会長　北原　重光

上郷地域まちづくり委員会、それを構成している地区、組合への加入
案内

届出日が令和５年７月１日から７月３１日で、上郷地域へ転入または転
居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

24 令和5年8月4日
竜丘地域自治会
会長　小林　伸

竜丘地域自治会及びこれを構成している区、常会への加入案内
届出日が令和５年７月１日～７月３１日で、竜丘地区へ転入または転
居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

25 令和5年8月7日
松尾地区まちづくり委員会
会長　鋤柄　富男

松尾地域まちづくり委員会、それを構成している区、伍組への加入案
内

届出日が令和５年７月１日から７月３１日で、松尾地区外から転入及び
転居、松尾地区内での転居した全ての住民

第11条の2
第12項

26 令和5年8月9日
鼎地区まちづくり委員会
会長　前田　雄二

鼎地区まちづくり委員会、それを構成している区、伍組への加入案内
届出日が令和５年７月１日～７月３１日で、鼎地区へ転入または転居し
てきた全ての住民

第11条の2
第12項



27 令和5年8月24日
(株)サーベイリサーチセンター
代表取締役　藤澤　士朗

出入国在留管理庁
法務省出入国在留管理庁が実施する、「日本人を対象とした外国人と
の共生に関する意識調査」対象者抽出のため

令和５年８月１日時点で満１８歳以上の日本国籍を有する者
山本西平　２５件

第11条の2
第12項

28 令和5年9月1日
(株)日本リサーチセンター
代表取締役社長　杉原　領治

国立研究開発法人国立成育医療研究セ
ンター

「新型コロナウイルス感染症流行による親子の生活と健康への影響に
関する実態調査」の対象者抽出のため

鼎下山、鼎東鼎、鼎西鼎、鼎下茶屋、鼎中平、鼎上茶屋、鼎切石、鼎
上山
小学５年生（平成２４年４月２日～平成２５年４月１日生まれ）男女　２０
名

第11条の2
第12項

29 令和5年9月4日
竜丘地域自治会
会長　小林　伸

竜丘地域自治会及びこれを構成している区、常会への加入案内
届出日が令和５年８月１日～８月３１日で、竜丘地区へ転入または転
居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

30 令和5年9月5日
上郷地域まちづくり委員会
会長　北原　重光

上郷地域まちづくり委員会、それを構成している地区、組合への加入
案内

届出日が令和５年８月１日から８月３１日で、上郷地域へ転入または転
居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

31 令和5年9月6日
松尾地区まちづくり委員会
会長　鋤柄　富男

松尾地域まちづくり委員会、それを構成している区、伍組への加入案
内

届出日が令和５年８月１日から８月３１日で、松尾地区外から転入及び
転居、松尾地区内での転居した全ての住民

第11条の2
第12項

32 令和5年9月13日
鼎地区まちづくり委員会
会長　前田　雄二

鼎地区まちづくり委員会、それを構成している区、伍組への加入案内
届出日が令和５年８月１日～８月３１日で、鼎地区へ転入または転居し
てきた全ての住民

第11条の2
第12項

33 令和5年9月22日
一般社団法人　新情報センター
事務局　山本　恭久

国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター

第15回　薬物使用に関する全国住民調査の調査対象者名簿作成のた
め

昭和３３年１０月１日～平成２０年９月３０日に出生の男女個人
（令和５年１０月１日に１５～６４歳の一般個人）
山本５７６～

第11条の2
第12項

34 令和5年9月22日
一般社団法人　新情報センター
事務局　山本　恭久

総務省統計局統計調査部　消費統計課
長

総務省統計局の実施する「家計消費状況調査」に伴う対象者の抽出
のため

２０２３年４月２日現在１６歳以上の男女個人
滝の沢　　５０人

第11条の2
第12項

35 令和5年9月25日
(株)日本リサーチセンター
代表取締役社長　杉原　領治

こども家庭庁成育局　安全対策課長 「青少年のインターネット利用環境実態調査」の対象者抽出のため
平成１７年１１月２日から令和５年１１月１日に生まれた男女個人
山本久米、山本大明神、箕瀬町１～３丁目、知久町３～４丁目、本町３
～４丁目、通り町３～４丁目

第11条の2
第12項

36 令和5年10月3日
上郷地域まちづくり委員会
会長　北原　重光

上郷地域まちづくり委員会、それを構成している地区、組合への加入
案内

届出日が令和５年９月１日から９月３０日で、上郷地域へ転入または転
居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

37 令和5年10月6日
松尾地区まちづくり委員会
会長　鋤柄　富男

松尾地域まちづくり委員会、それを構成している区、伍組への加入案
内

届出日が令和５年９月１日から９月３０日で、松尾地区外から転入及び
転居、松尾地区内での転居した全ての住民

第11条の2
第12項

38 令和5年10月6日
竜丘地域自治会
会長　小林　伸

竜丘地域自治会及びこれを構成している区、常会への加入案内
届出日が令和５年９月１日～９月３０日で、竜丘地区へ転入または転
居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

39 令和5年10月10日
日赤飯田地区上郷分区
分区長　熊谷徳昭
（飯田市赤十字奉仕団上郷分団事務局）

上郷地区内９０歳以上の対象者の確認及び訪問
上郷地域に居住している、令和５年１０月１日時点での９０歳以上の全
ての住民（地区別）

第11条の2
第12項

40 令和5年10月12日
松尾地区まちづくり委員会
会長　鋤柄　富男

松尾地区において、次期役員の改選に伴う対象者の把握

１９５９年４月２日から１９６１年４月１日に生まれた男女（６４歳及び６５
歳）
アパート居住を除く
行政区コード順

第11条の2
第12項



41 令和5年10月18日
鼎地区まちづくり委員会
会長　前田　雄二

鼎地区まちづくり委員会、それを構成している区、伍組への加入案内
届出日が令和５年９月１日～９月３０日で、鼎地区へ転入または転居し
てきた全ての住民

第11条の2
第12項

42 令和5年11月1日
一般社団法人　新情報センター
事務局　山本　恭久

内閣府経済社会総合研究所長　村山　裕 内閣府の実施する「消費動向調査」に伴う対象者の名簿作成のため
下久堅下虎岩、下久堅知久平、虎岩に居住する日本国籍を有する男
女個人７２件

第11条の2
第12項

43 令和5年11月6日
竜丘地域自治会
会長　小林　伸

竜丘地域自治会及びこれを構成している区、常会への加入案内
届出日が令和５年１０月１日～１０月３１日で、竜丘地区へ転入または
転居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

44 令和5年11月7日
上郷地域まちづくり委員会
会長　北原　重光

上郷地域まちづくり委員会、それを構成している地区、組合への加入
案内

届出日が令和５年１０月１日から１０月３１日で、上郷地域へ転入また
は転居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

45 令和5年11月8日
松尾地区まちづくり委員会
会長　鋤柄　富男

松尾地域まちづくり委員会、それを構成している区、伍組への加入案
内

届出日が令和５年１０月１日から１０月３１日で、松尾地区外から転入
及び転居、松尾地区内での転居した全ての住民

第11条の2
第12項

46 令和5年11月9日
一般社団法人　中央調査社
会長　境　克彦

株式会社野村総合研究所　常務執行役
員　森沢　伊智郎

「テレビ視聴に関する調査」の実施のための対象者抽出
１６歳以上の日本人男女（平成１９年１２月末日までに生まれた男女）
時又２３６～

第11条の2
第12項

47 令和5年11月15日
鼎地区まちづくり委員会
会長　前田　雄二

鼎地区まちづくり委員会、それを構成している区、伍組への加入案内
届出日が令和５年１０月１日～１０月３１日で、鼎地区へ転入または転
居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

48 令和5年12月4日
竜丘地域自治会
会長　小林　伸

竜丘地域自治会及びこれを構成している区、常会への加入案内
届出日が令和５年１１月１日～１１月３０日で、竜丘地区へ転入または
転居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

49 令和5年12月5日
上郷地域まちづくり委員会
会長　北原　重光

上郷地域まちづくり委員会、それを構成している地区、組合への加入
案内

届出日が令和５年１１月１日から１１月３０日で、上郷地域へ転入また
は転居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

50 令和5年12月7日
一般社団法人　中央調査社
会長　境　克彦

立命館大学　産業社会部
学部長　黒田　学

「中高年期の家族生活についての全国調査」の実施のための対象者
抽出

５０～７９歳（昭和１９年１月１日から昭和４８年１２月末日までの生ま
れ）
上郷黒田

第11条の2
第12項

51 令和5年12月11日
松尾地区まちづくり委員会
会長　鋤柄　富男

松尾地域まちづくり委員会、それを構成している区、伍組への加入案
内

届出日が令和５年１１月１日から１１月３０日で、松尾地区外から転入
及び転居、松尾地区内での転居した全ての住民

第11条の2
第12項

52 令和5年12月13日
鼎地区まちづくり委員会
会長　前田　雄二

鼎地区まちづくり委員会、それを構成している区、伍組への加入案内
届出日が令和５年１１月１日～１１月３０日で、鼎地区へ転入または転
居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

53 令和6年1月10日
松尾地区まちづくり委員会
会長　鋤柄　富男

松尾地域まちづくり委員会、それを構成している区、伍組への加入案
内

届出日が令和５年１２月１日から１２月３１日で、松尾地区外から転入
及び転居、松尾地区内での転居した全ての住民

第11条の2
第12項

54 令和6年1月10日
上郷地域まちづくり委員会
会長　北原　重光

上郷地域まちづくり委員会、それを構成している地区、組合への加入
案内

届出日が令和５年１２月１日から１２月３１日で、上郷地域へ転入また
は転居してきた全ての住民

第11条の2
第12項



55 令和6年1月11日
竜丘地域自治会
会長　小林　伸

竜丘地域自治会及びこれを構成している区、常会への加入案内
届出日が令和５年１２月１日～１２月３１日で、竜丘地区へ転入または
転居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

56 令和6年1月17日
鼎地区まちづくり委員会
会長　前田　雄二

鼎地区まちづくり委員会、それを構成している区、伍組への加入案内
届出日が令和５年１２月１日～１２月３１日で、鼎地区へ転入または転
居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

57 令和6年1月26日
一般社団法人　新情報センター
事務局　山本　恭久

総務省統計局統計調査部　消費統計課
長

総務省統計局の実施する「家計消費状況調査」に伴う対象者の抽出
のため

２０２４年４月２日現在１６歳以上の男女個人
大休　　５０人

第11条の2
第12項

58 令和6年2月2日
上郷地域まちづくり委員会
会長　北原　重光

上郷地域まちづくり委員会、それを構成している地区、組合への加入
案内

届出日が令和６年１月１日から１月３１日で、上郷地域へ転入または転
居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

59 令和6年2月5日
竜丘地域自治会
会長　小林　伸

竜丘地域自治会及びこれを構成している区、常会への加入案内
届出日が令和６年１月１日～１月３１日で、竜丘地区へ転入または転
居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

60 令和6年2月7日
松尾地区まちづくり委員会
会長　鋤柄　富男

松尾地域まちづくり委員会、それを構成している区、伍組への加入案
内

届出日が令和６年１月１日から１月３１日で、松尾地区外から転入及び
転居、松尾地区内での転居した全ての住民

第11条の2
第12項

61 令和6年2月14日
鼎地区まちづくり委員会
会長　前田　雄二

鼎地区まちづくり委員会、それを構成している区、伍組への加入案内
届出日が令和６年１月１日～１月３１日で、鼎地区へ転入または転居し
てきた全ての住民

第11条の2
第12項

62 令和6年3月4日
竜丘地域自治会
会長　小林　伸

竜丘地域自治会及びこれを構成している区、常会への加入案内
届出日が令和６年２月１日～２月２９日で、竜丘地区へ転入または転
居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

63 令和6年3月5日
上郷地域まちづくり委員会
会長　北原　重光

上郷地域まちづくり委員会、それを構成している地区、組合への加入
案内

届出日が令和６年２月１日から２月２９日で、上郷地域へ転入または転
居してきた全ての住民

第11条の2
第12項

64 令和6年3月7日
松尾地区まちづくり委員会
会長　鋤柄　富男

松尾地域まちづくり委員会、それを構成している区、伍組への加入案
内

届出日が令和６年２月１日から２月２９日で、松尾地区外から転入及び
転居、松尾地区内での転居した全ての住民

第11条の2
第12項

65 令和6年3月13日
鼎地区まちづくり委員会
会長　前田　雄二

鼎地区まちづくり委員会、それを構成している区、伍組への加入案内
届出日が令和６年２月１日～２月２９日で、鼎地区へ転入または転居し
てきた全ての住民

第11条の2
第12項


